
公立大学法人横浜市立大学ハラスメントの防止に関する要綱 

 

制  定 平成 23 年 ５ 月１ 日 

最近改正 令和 ７ 年 ４ 月１ 日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公立大学法人横浜市立大学ハラスメントの防止に関する規程（以

下 「規程」という。）に基づき、本学におけるハラスメント等の発生を防止すると

ともにハラスメント等のすみやかな解決を図るための具体的な運用に関して必要

な事項を定めるものとする。 

（ハラスメント防止委員会）  

第２条 ハラスメント防止委員会（以下「防止委員会」という）は、規程第５条に基

づき、次の委員をもって組織し、常置とする。 

 （１）理事である副学長 

 （２）学群長 

 （３）事務局長 

 （４）副局長 

 （５）医学・病院統括部長 

 （６）附属市民総合医療センター管理部長 

 （７）所属が異なる女性教員２名及び女性職員２名 

 （８）その他、第４条に規定する防止委員会委員長が指名する者 

２ 前項第７号に規定する委員は、年度ごとに防止委員会委員長が選任し、その任期

は１年とする。 

３ 第１項第８号に規定する委員は、必要に応じて防止委員会委員長が選任し、その

任期は当該年度の末日までとする。 

４ 第１項第７号及び第８号に定める委員は、再任することができる。  

 （委員長） 

第３条 防止委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、理事長が指名する副学長とする。 

３ 委員長の任期は１年とし、再任することができる。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名

したものが、その職務を代理する。  

５ 委員長は、防止委員会を代表し、会務を総理する。 

６ 委員長は次の各号に規定する事項について急施を要する場合には事務局と協議の

上決定することができる。この場合、委員長は決定した事項について速やかに防止

委員会に報告するものとする。 

（１）第 11 条に定めるコーディネート委員会を構成する委員の決定  

（２）コーディネートにおける調整委員による対応の可否 

（３）第 21 条に定める調査委員会委員数の決定 

（４）調査委員会を構成する委員の決定  



（５）その他案件の迅速な解決のため緊急かつやむを得ないと認められる事項 

（会議） 

第４条 委員長は、防止委員会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 防止委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができ

ない。 

３ 防止委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 

４ 規程第９条第２項、第 11 条第３項及び本要綱第 24 条第２項及び第 28 条第２項

を議決する場合は、委員の３分の２以上が出席し、出席した委員の４分の３以上の

賛成によって 決する。 

５ 防止委員会は、必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、その意見を求め

ることができる。 

６ その他、会議の運営に関して必要な事項は、委員長が防止委員会に諮って定める。 

（窓口委員） 

第５条 窓口委員は、規程第８条に基づき、次に定めるところにより構成され、防止

委員会が選考し、理事長が委嘱する。 

（１）学術院各学群（研究科を含む）に所属する教員各２名、各病院に所属する教員

各１名  

（２）金沢八景キャンパス及び各病院（福浦キャンパスを含む）に所属する職員  

各２名  

（３）保健管理センター職員 

（４）その他防止委員会が必要と認めた者 若干名 

２ 防止委員会は、前項第２号の規定により窓口委員を選考するにあたっては、男女

の比率が適正になるように配慮しなければならない。 

（任期） 

第６条 窓口委員の任期は１年とする。ただし、窓口委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（氏名等の公示）  

第７条 窓口委員の氏名、所属、連絡用電話番号、電子メールアドレス等を本学のＷ

ＥＢサイト等に公示するものとする。 

（相談） 

第８条 窓口委員は、当事者が申し込む形で相談を直接受け付けるものとする。 

２ 窓口委員は、相談の申込みを受け付けた場合、必要に応じて面談等を行い、相談

者の意思を確認するものとする。  

（報告） 

第９条 前条の規定による相談を行った場合、当事者の意向を把握したうえで、遅滞

なく、防止委員会に報告しなければならない。 

（コーディネート委員会及び調査委員会の委員の選出） 

第 10 条 第 11 条及び第 21 条に規定するコーディネート委員会及び調査委員会の委



員は、次の各号に定める者から選出する。 

（１）各学部長、各研究科長、各学群長及び各病院長 

（２）学術院各学群（研究科を含む）から推薦された教員 

（３）附属２病院から推薦された職員 

（４）学長室長、総務部長、学務・教務部長、研究推進部長、医学・病院統括部長、

附属市民総合医療センター管理部長、医学・病院統括部職員課長、市民総合医

療センター管理部総務課長  

（５）その他、防止委員会が必要と認めた者 若干名 

 （コーディネート委員会） 

第 11 条 コーディネート委員会は、規程第 10 条に基づき、防止委員会委員長が指名

する３名で構成する。この場合において、コーディネート委員会の委員は、当該事

案に関係する者を含まないものとする。 

２ コーディネート委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、コーディネート委員会を招集し、コーディネートの進行を統括する。 

４ コーディネート委員会は第４条の規定に基づき委員の中から調整委員を選任する

ことができる。  

５ 前項で選任された調整委員は第 14 条に規定するコーディネート手続きを行うこ

とができる。 

この場合、コーディネート委員会は調整委員を支援するとともに、解決に向けた

調整に協力する。 

６ その他、コーディネート委員会の構成および運営に関して必要な事項は防止委員

会が定める。 

 （コーディネートの依頼等） 

第 12 条 コーディネートの依頼は、相談者が窓口委員に対して書面により行うもの

とする。 

２ コーディネートの依頼を受け付けた窓口委員から報告を受けた事務局は、遅滞な

く、防止委員会に報告しなければならない。 

３ 前項の規定によりコーディネートの依頼の報告を受けた防止委員会は、すみやか

にコーディネート 委員会を設置し、これに必要な手続きを行うよう指示しなけれ

ばならない。 

 （コーディネートの開始等） 

第 13 条 前条の規定により設置されたコーディネート委員会は、すみやかにコーデ

ィネートの手続に入らねばならない。ただし、事案が性質上コーディネートをする

のに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的で濫りにコーディネートの

依頼をしたと認めるときは、防止委員会の議を経て、コーディネートの延期又は拒

否を決定することができる。 

２ 規程第 11 条に規定する被害申し立てにより調査委員会の調査手続きが開始され

た場合、その手続きが終了するまでの間、コーディネートは行わないものとする。  

３ コーディネート委員会は、第１項ただし書の定めるところによりコーディネート

を延期又は拒否する場合には、その理由を付して、当事者に通知しなければならない。 



（手続） 

第 14 条 コーディネート委員会は、必要と認めたときは、当事者及びその他の関係人

に出席を求め、事情の説明、意見等を求めることができる。 

２ コーディネート委員会は、前項の規定により当事者から意見の聴取等を行う場合

に必要と認めるときは、当事者からの申し出により、補佐人の出席を若千名認める

ことができる。 

３ コーディネート委員会は、必要と認めるときは、当事者及びその他の関係人に対

して、コーディネートの実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限、その

他 コーディネートのために必要とみとめる措置をとることを勧告することがで

きる。 

４ 防止委員会は、当事者がコーディネートに係る事案につき訴訟を提起した場合に

は、コーディネート委員会に対して、当該コーディネートの手続を一時的に停止す

るように指示することができる。 

 （コーディネート進行上の注意義務） 

第 15 条 コーディネート委員会及び委員は、コーディネートを進めるにあたって次

に定める事項に注意しなければならない。 

（１）当事者間において、意思の疎通が図られること、及びハラスメントについての

認識が深められることを基本目標とすること 

（２）委員会として又は委員として、当事者の意思を無視して、特定の解決策を押し

付けないこと 

（３）コーディネートにあたって、当事者に対し精神的抑圧を不当に与えるような言

動、又は事実の隠蔽につながるような言動を行なわないこと 

 （委員の交替等） 

第 16 条 委員が前条第２号または第３号の規定に違反する行為を行った場合には、

当事者は、防止委員会に対して、当該委員の交替を書面により申し出ることができ

る。  

２ 前項の規定に基づき、委員の交替の申し出があった場合には、防止委員会は、交

替の要否を検討し、交替の必要を認めたときは、すみやかに代わりの委員を選出し

なければならない。 

 （コーディネートの終了） 

第 17 条 コーディネートは、次の各号に定める場合に終了する。  

（１）当事者間で合意が成立し、コーディネート委員会がそれを確認したとき 

（２）当事者の一方がコーディネートの打ち切りを申し出たとき 

（３）コーディネート委員会が、相当期間内に当事者間に合意が成立する見込みがな

いと認めるとき 

（４）申し立て人が調査の進行を妨げる行為等を行ったとき 

２ 前項第２号又は第３号に規定する事由によりコーディネートが終了したときは、

コーディネート委員会は、すみやかに、当事者にその旨通知する。  

 （コーディネート終了の報告） 

第 18 条 コーディネート委員会は、コーディネートが終了したときは、防止委員会に



経過および結果を文書により報告するものとする。 

２ コーディネート委員会は、当事者間での合意の成立に際して大学がとるべき措置

がある場合には、防止委員会に対して、その旨報告しなければならない。 

（委員会の非公開）  

第 19 条 コーディネート委員会の行うコーディネートの経過は、公開しない。 

（自主的な問題解決）  

第 20 条 コーディネートにおいて、当事者が、双方の合意により、自主的に問題の解

決を図ることを妨げるものではない。 

（調査委員会） 

第 21 条 調査委員会は、規程第 12 条に基づき、次の各号のとおり構成する。 

（１）調査委員会は、防止委員会委員長が指名する３名をもって組織する。この場合

において、調査委員会の委員は、窓口委員又はコーディネート委員として当該事

案を担当したものを含まないものとする。また、３名の委員のうち１名を、選出

された委員に代えて防止委員会委員長が指名する教職員または弁護士とすること

ができる。 

（２）案件の性質等により必要と認められる場合、防止委員会委員長が指名する５名

をもって組織することができる。この場合において、調査委員会の委員は、窓口

委員又はコーディネート委員として当該事案を担当したものを含まないものとす

る。また、５名の委員のうち２名までを、選出された委員に代えて防止委員会委

員長が指名する教職員とすることができる。なお、そのうちの１名を弁護士とす

ることができる。 

２ 防止委員会委員長は、前項の規定により委員を指名するにあたっては、男女の比

率が適正になるように配慮しなければならない。 

３ 委員の任期は、当該事案に関する調査委員会の任務が終了するまでとする。 

４ 委員は、原則として、他の事案を扱う調査委員会の委員を兼任することはできな

い。 

 （組織） 

第 22 条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指

名した調査委員が、その職務を代理する。 

３ 委員長は、調査委員会の会議を招集し、その議長となる。 

４ 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することがで

きない。 

５ 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 

６ 調査委員会は、必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、その意見を求め

ることができる。  

７ その他、会議の運営に関して必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。  

 （被害申し立て等）  

第 23 条 被害申し立ては、相談者が窓口委員に対して書面により行うものとする。 



２ 被害申し立てを受け付けた窓口委員から報告を受けた事務局は、遅滞なく、防止

委員会に報告しなければならない。 

（調査の開始） 

第 24 条 前条第２項の規定により報告を受けた防止委員会は、すみやかに調査委員

会を設置し、これに必要な調査を行うように指示しなければならない。ただし、事

案が性質上調査をするのに適当でないと認めるとき、又は申し立て人が不当な目的

で濫りに被害申し立てをしたと認めるときは、調査委員会の 

設置の延期又は拒否を決定することができる。 

２ 防止委員会は、前項ただし書の定めるところにより調査委員会の設置の延期又は

拒否を行う場合には、その理由を付して、申し立て人に通知しなければならない。 

 （調査の方法） 

 第 25 条 調査委員会は、次の事項を行う。 

（１）当事者及びその他の関係人から事情を聴取すること 

（２）その他、当該事案の事実関係を明らかにするために必要な事項  

 （調査の期日） 

第 26 条 調査委員会は、第 24 条第１項に規定する防止委員会からの指示を受けた日

の翌日から起算して 60 日以内に、ハラスメントの事実関係の調査を終えなければ

ならない。 

２ 調査委員会は、やむを得ない事由により、前項に規定する期間内に調査を完了す

ることができない場合には、その期間を延長することができる。この場合において、

調査委員会は、防止委員会に対して、延長の理由及び調査が完了する時期を、遅滞

なく、報告しなければならない。  

（調査の終了） 

第 27 条 調査は次の各号の場合に終了する。 

（１）調査委員会の調査が完了したとき 

（２）申し立て人が調査の打ち切りを申し出たとき 

（３）申し立て人が調査の進行を妨げる行為等を行ったとき  

（４）調査委員会が、期間延長を行っても調査を完了する見込がないと認定したとき 

２ 前項第４号の事由により調査を終了する場合には、防止委員会の議を経なければ

ならない。  

（調査結果の報告）  

第 28 条 前条の規定により調査が終了した場合には、調査委員会は、遅滞なく、防止

委員会に経過及び結果を文書により報告しなければならない。 

２ 防止委員会は、前項に規定する報告を受けた場合、その内容を検討、整理したう

え、理事長に報告するとともに、当該事案の解決のためにとるべき措置があるとき

は、これを理事長に建議するものとする。 

３ 防止委員会は、第１項に規定する報告を受けた場合、その内容を検討、整理した

うえ、申し立て人等当事者に説明するものとする。 

（教職員の義務) 

第 29 条 教職員は、調査委員会の調査が公正かつ円滑に行われるよう協力しなけれ



ばならない。 

２ 教職員はハラスメントを起こさないよう、又は起こさせないような職場環境づく

りに努めなければならない。 

 （準用)  

第 30 条 第 14 条、第 15 条第２号及び第３号、第 16 条、第 19 条並びに第 20 条の規

定は、調査委員会 に準用する。この場合において、「コーディネート委員会」にあ

っては「調査委員会」と、「コーディネート」にあっては「調査」と、第 16 条第１

項の「当事者」にあ っては「申し立て人」と読み替えるものとする。 

  

附 則 

この要綱は、平成 23 年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 23 年８月１日から施行する。  

 

附 則 

この要綱は、平成 26 年 12 月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年７月 10 日から施行し、令和元年７月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


